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【届出の対象とした募集（売出）
内国投資信託受益証券に係るファ
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東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴオープン（年１回決
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【届出の対象とした募集（売出）
内国投資信託受益証券の金額】

当初申込日　　上限　100億円
継続申込期間　　上限　１兆円

【縦覧に供する場所】 該当なし

  

 

EDINET提出書類

東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 1/34



１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成27年10月27日付をもって提出した有価証券届出書（平成28年２月29日付をもって提出した有価証券

届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）について、原届出書記載事項の一
部に訂正すべき事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい

る内容は、原届出書が更新されます。また＜追加＞の記載事項は原届出書に追加されます。
 

第一部【証券情報】
(2) 内国投資信託受益証券の形態等

＜訂正前＞
（略）

当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定に
基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振

替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といい
ます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（略）
 

＜訂正後＞
（略）

当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定に
基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振

替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社（平成28年10月１日付で東
京海上不動産投資顧問株式会社と合併する予定です。以下同じ。以下「委託会社」といいます。）
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。な
お、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（略）

 
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格

＜更新後＞
（略）
④ ファンドの特色
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(2) ファンドの沿革

＜訂正前＞
平成27年10月27日　　関東財務局長に有価証券届出書提出
平成27年11月12日　　ファンドの募集開始（予定）
平成27年11月13日　　ファンドの設定、運用開始（予定）

 
＜訂正後＞

平成27年11月13日　　ファンドの設定、運用開始
 
(3) ファンドの仕組み

＜訂正前＞
（略）

② 委託会社の概況

・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額　20億円（平成27年８月末日現在）
・会社の沿革

昭和60年12月 東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運
用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の
社名にて資本金２億円で設立

昭和62年２月 投資顧問業者として登録
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　　同年６月 投資一任業務認可取得

平成３年４月 国内および海外年金の運用受託を開始

平成10年５月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上
の委託会社としての免許取得

平成19年９月 金融商品取引業者として登録

平成26年４月 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更

 
・大株主の状況（平成27年８月末日現在）

株主名 住所 所有株数 所有比率

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300株 100.0％

※平成28年４月１日付で、大株主が「東京海上日動火災保険株式会社」から「東京海上ホールディングス株式

会社」に変更となる予定です。

 
＜訂正後＞
（略）

② 委託会社の概況

・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額　20億円（平成28年４月末日現在）
・会社の沿革

昭和60年12月 東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運
用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の
社名にて資本金２億円で設立

昭和62年２月 投資顧問業者として登録

　　同年６月 投資一任業務認可取得

平成３年４月 国内および海外年金の運用受託を開始

平成10年５月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上
の委託会社としての免許取得

平成19年９月 金融商品取引業者として登録

平成26年４月 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更

平成28年10月 東京海上不動産投資顧問株式会社と合併（予定）

 
・大株主の状況（平成28年４月末日現在）

株主名 住所 所有株数 所有比率

東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300株 100.0％

 

２ 投資方針
(3) 運用体制

＜訂正前＞
（略）

当ファンドはマルチマネージャー運用部（19名）が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規
程」に基づき運用を担当します。
運用におけるリスク管理は、運用管理室（４名）による法令・運用ガイドライン等の遵守状況の

チェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるととも
に、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画など
ファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理について
の詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）

（略）
（上記の体制や人員等については、平成27年９月１日現在）

 
＜訂正後＞
（略）
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当ファンドはマルチマネージャー運用部（18名）が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規
程」に基づき運用を担当します。
運用におけるリスク管理は、運用管理室（４名）による法令・運用ガイドライン等の遵守状況の

チェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるととも
に、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画など
ファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理について
の詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）

（略）
（上記の体制や人員等については、平成28年５月１日現在）

 
３ 投資リスク
＜更新後＞
（略）
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４ 手数料等及び税金
(3) 信託報酬等

＜訂正前＞
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率

1.7172％（税抜1.59％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
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② ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算

期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。

委託会社
＊１

販売会社
＊２

受託会社
＊３

年率0.82％ 年率0.75％ 年率0.02％

＊１ 委託した資金の運用の対価

＊２ 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

＊３ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

（略）
 
＜訂正後＞

① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率

1.7172％（税抜1.59％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算

期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。

委託会社
＊１

販売会社
＊２

受託会社
＊３

年率0.82％ 年率0.75％ 年率0.02％

＊１ 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価

＊２ 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続

き等の対価
＊３ 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価

（略）
 
(5) 課税上の取扱い

＜訂正前＞
（略）

少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間100万円（平成28年１月１日
以降、年間120万円）の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じる配当所得およ
び譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税
口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。また、平成28年４月１日より開始さ
れる20歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、年間80万円の範囲
で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税
となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
 
平成28年１月１日以降、特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子や売却等による所
得が申告分離課税（20.315％（所得税15.315％、地方税５％））の対象とされ、これらの所得間、上
場株式等の譲渡所得等および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算ならびに特
定公社債等の譲渡損失の金額についての繰越控除ができることとなります。

（略）
＊上記は、平成27年８月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場
合があります。

 
＜訂正後＞
（略）

少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入
した公募株式投資信託や上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。
ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当す
る方が対象となります。また、20歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用
の場合、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じる配当所得およ
び譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
 
平成28年１月１日以降、特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子や売却等による所
得が申告分離課税（20.315％（所得税15.315％、地方税５％））の対象とされ、これらの所得間、上
場株式等の譲渡所得等および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算ならびに特
定公社債等の譲渡損失の金額についての繰越控除ができることとなりました。
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（略）
＊上記は、平成28年４月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場
合があります。

 

５ 運用状況
＜更新後＞
（略）

＜参考情報＞
（平成28年４月28日現在）
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第三部【委託会社等の情報】
 

第１【委託会社等の概況】
１ 委託会社等の概況
＜訂正前＞

平成27年８月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。

（略）
 
＜訂正後＞

平成28年４月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。

（略）
 

２ 事業の内容及び営業の概況
＜訂正前＞
（略）

平成27年８月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の
通りです。

本数 純資産総額（百万円）

追加型公社債投資信託 0 0

追加型株式投資信託 157 1,795,850

単位型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 13 60,465

合計 170 1,856,315

 
＜訂正後＞
（略）

平成28年４月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の
通りです。

本数 純資産総額（百万円）

追加型公社債投資信託 0 0

追加型株式投資信託 163 1,838,102

単位型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 5 23,568

合計 168 1,861,671

 

    次へ
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３ 委託会社等の経理状況
＜更新後＞
 
１．　当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
号）に基づいて作成しております。

 
２．　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第31期事業年度（平成27年４月１日か

ら平成28年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人により監査を受けておりま
す。

 
なお、従来、当社が監査証明を受けているあらた監査法人は、平成27年７月１日に名称を変更し、
ＰｗＣあらた監査法人となりました。
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(1) 貸借対照表
（単位：千円）

 
第30期

（平成27年３月31日現在）
第31期

（平成28年３月31日現在）

資産の部     

流動資産     

現金・預金  11,141,499  6,701,500

前払費用  138,645  154,914

未収委託者報酬  1,838,877  1,571,495

未収収益  2,613,524  2,099,418

未収入金  144,239  166,601

繰延税金資産  178,975  173,700

１年内回収予定の敷金  -  315,033

その他の流動資産  7,312  12,650

流動資産計  16,063,074  11,195,315

固定資産     

有形固定資産 ＊１ 125,305 ＊１ 74,211

建物  56,587  2,187

器具備品  68,717  72,024

無形固定資産  3,475  5,254

電話加入権  3,144  3,144

ソフトウエア仮勘定  330  2,110

投資その他の資産  766,343  2,366,401

投資有価証券  35,337  43,761

関係会社株式  254,342  1,669,990

その他の関係会社有価証券  31,200  31,200

長期前払費用  11,425  9,018

敷金  315,033  450,152

その他長期差入保証金  -  10,852

繰延税金資産  119,005  151,427

固定資産計  895,124  2,445,867

資産合計  16,958,198  13,641,183

負債の部     

流動負債     

預り金  35,761  39,072

未払金  1,882,737 ＊２ 2,119,086

未払手数料  641,688  592,624

その他未払金  1,241,048  1,526,461

未払費用  226,407  147,843

未払消費税等  381,984  93,340

未払法人税等  777,000  736,000

前受収益  121,685  3,021

賞与引当金  189,738  196,236

その他の流動負債  1,080  -

流動負債計  3,616,395  3,334,601

固定負債     

退職給付引当金  179,872  197,784

役員退職慰労引当金  18,220  21,270

固定負債計  198,092  219,054

負債合計  3,814,487  3,553,655

純資産の部     

株主資本  13,138,296  10,085,959

資本金  2,000,000  2,000,000

利益剰余金  11,138,296  8,085,959

利益準備金  500,000  500,000

その他利益剰余金  10,638,296  7,585,959

繰越利益剰余金  10,638,296  7,585,959

評価・換算差額等  5,414  1,567

その他有価証券評価差額金  5,414  1,567
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純資産合計  13,143,710  10,087,527

負債・純資産合計  16,958,198  13,641,183

 
(2) 損益計算書

（単位：千円）

 
第30期

（自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日）

第31期
（自　平成27年４月１日
　至　平成28年３月31日）

営業収益     

委託者報酬  9,360,564  9,967,549

運用受託報酬  8,312,953  8,310,269

投資助言報酬  54,626  90,084

その他営業収益  2,156  1,114

営業収益計  17,730,301  18,369,017

営業費用     

支払手数料  3,990,900  4,535,693

広告宣伝費  120,842  160,685

公告費  533  150

調査費  5,028,540  5,212,764

調査費  1,359,014  1,906,774

委託調査費  3,669,525  3,305,989

委託計算費  79,315  116,997

営業雑経費  158,665  202,379

通信費  28,778  30,626

印刷費  100,532  143,441

協会費  17,727  17,642

諸会費  5,136  4,682

図書費  6,491  5,986

営業費用計  9,378,797  10,228,671

一般管理費     

給料  2,415,481  2,468,628

役員報酬  76,933  57,936

給料・手当  1,680,443  1,761,103

賞与  658,104  649,589

交際費  8,098  21,912

寄付金  1,064  -

旅費交通費  86,899  97,774

租税公課  48,943  68,294

不動産賃借料  258,391  258,391

役員退職慰労引当金繰入  3,170  3,050

退職給付費用  70,058  86,602

賞与引当金繰入  189,738  196,236

固定資産減価償却費  95,208  98,697

法定福利費  407,477  419,863

福利厚生費  6,193  7,908

諸経費  389,985  416,706

一般管理費計  3,980,710  4,144,067

営業利益  4,370,792  3,996,279

営業外収益     

受取利息  1,803  1,844

受取配当金 ＊１ 227,154 ＊１ 145,859

匿名組合投資利益  11,498 ＊１ 164,645

雑益  14,179  13,905

営業外収益計  254,634  326,255

営業外費用     

為替差損  -  13,297

雑損  82,709  19,880

営業外費用計  82,709  33,178

経常利益  4,542,717  4,289,355
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特別利益     

資産除去債務戻入益  34,769  -

特別利益計  34,769  -

特別損失     

器具備品除却損  912  -

特別損失計  912  -

税引前当期純利益  4,576,574  4,289,355

法人税、住民税及び事業税  1,551,017  1,425,847

法人税等調整額  33,368  △25,250

法人税等合計  1,584,385  1,400,596

当期純利益  2,992,189  2,888,759

 
(3) 株主資本等変動計算書

第30期（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

(単位：千円)

 株主資本

資本金

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 2,000,000 500,000 8,450,867 8,950,867 10,950,867

当期変動額      

剰余金の配当   △804,759 △804,759 △804,759

当期純利益   2,992,189 2,992,189 2,992,189

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)      

当期変動額合計 - - 2,187,429 2,187,429 2,187,429

当期末残高 2,000,000 500,000 10,638,296 11,138,296 13,138,296

 

 評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 1,809 1,809 10,952,676

当期変動額    

剰余金の配当   △804,759

当期純利益   2,992,189

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 3,604 3,604 3,604

当期変動額合計 3,604 3,604 2,191,034

当期末残高 5,414 5,414 13,143,710

 

第31期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

(単位：千円)

 株主資本

資本金

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金
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当期首残高 2,000,000 500,000 10,638,296 11,138,296 13,138,296

当期変動額      

剰余金の配当   △5,941,096 △5,941,096 △5,941,096

当期純利益   2,888,759 2,888,759 2,888,759

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)      

当期変動額合計 - - △3,052,336 △3,052,336 △3,052,336

当期末残高 2,000,000 500,000 7,585,959 8,085,959 10,085,959

 

 評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 5,414 5,414 13,143,710

当期変動額    

剰余金の配当   △5,941,096

当期純利益   2,888,759

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) △3,846 △3,846 △3,846

当期変動額合計 △3,846 △3,846 △3,056,183

当期末残高 1,567 1,567 10,087,527

 

注記事項
重要な会計方針

第31期
自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価を把握することが極めて困難と認められるもの

移動平均法による原価法

 
２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産　　

定率法

ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産とし
て３年間で均等償却する方法を採用しております。

(2) 長期前払費用

定額法

 
３．引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金
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従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
ております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

 
４．消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 
（貸借対照表関係）

第30期
平成27年３月31日現在

第31期
平成28年３月31日現在

＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。

＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。

建物 170,125千円
器具備品 476,137千円

建物 226,926千円
器具備品 496,441千円

＊２．関係会社に対する主な資産・負債
 
 

当事業年度において、関係会社に対する負債
の合計額が負債及び純資産の合計額の100分の
５を超えており、その金額は850,899千円であ
ります。

＊２．関係会社に対する主な資産・負債は次のと
おりであります。
 
関係会社に対する未払金　　　732,363千円

 
（損益計算書関係）

第30期
自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

第31期
自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。
 

関係会社からの受取配当金　226,798千円
 

当事業年度において、関係会社に対する営業
費用及び一般管理費の合計額が営業費用及び
一般管理費の合計額の100分の20を超えてお
り、その金額は3,400,300千円であります。

＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。
 
関係会社からの受取配当金　142,429千円
関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配　　　　164,645千円

 
当事業年度において、関係会社に対する営業
費用及び一般管理費の合計額が営業費用及び
一般管理費の合計額の100分の20を超えてお
り、その金額は3,142,828千円であります。

 
（株主資本等変動計算書関係）
第30期（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）
１．発行済株式に関する事項

（単位：株）

株式の種類
平成26年４月１日

現在
増加 減少

平成27年３月31日
現在

普通株式 38,300 - - 38,300

 
２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成26年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項

(イ) 配当金の総額        　 　   　　   804,759千円

(ロ) １株当たり配当額            　　       21,012円
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(ハ) 基準日　                  　 　 平成26年３月31日

(ニ) 効力発生日                 　　 平成26年６月30日

 
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成27年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項

(イ) 配当金の総額        　      　　 　 939,116千円

(ロ) 配当の原資　　　　　　　　　 　      利益剰余金

(ハ) １株当たり配当額           　　     　 24,520円

(ニ) 基準日　                        平成27年３月31日

(ホ) 効力発生日               　　　 平成27年６月30日

 
第31期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）
１．発行済株式に関する事項

（単位：株）

株式の種類
平成27年４月１日

現在
増加 減少

平成28年３月31日
現在

普通株式 38,300 - - 38,300

 
２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成27年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項

(イ) 配当金の総額        　      　　 　 939,116千円

(ロ) １株当たり配当額           　　     　 24,520円

(ハ) 基準日　                        平成27年３月31日

(ニ) 効力発生日               　　　 平成27年６月30日

 
平成27年11月24日の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項

(イ) 配当金の総額        　      　 　 5,001,980千円

(ロ) １株当たり配当額           　　    　 130,600円

(ハ) 効力発生日               　　　 平成27年11月30日

 
（注）基準日は設定しておりません。配当の効力発生日時点の株主へ配当を実施しております。
 
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成28年６月28日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項

(イ) 配当金の総額        　      　　 　 791,278千円

(ロ) 配当の原資　　　　　　　　　 　  繰越利益剰余金

(ハ) １株当たり配当額           　　     　 20,660円

(ニ) 基準日　                        平成28年３月31日

(ホ) 効力発生日               　　　 平成28年６月28日

 
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項

第30期
自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

第31期
自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日
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(1) 金融商品に対する取組方針

当社の資本は本来の事業目的のために使用す
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。

 
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収収益は顧客の信用リスク
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。

 
営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク

未収収益については、管理部門において取引
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。

 
② 市場リスク

未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
 
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。

 
③ 流動性リスク

当社は、日々資金残高管理を行っており流動
性リスクを管理しております。

(1) 金融商品に対する取組方針

同左
 
 
 
 
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

同左
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク

同左
 
 
 

② 市場リスク

同左
 
 

 
 

 
 
 
 

③ 流動性リスク

同左

 
２．金融商品の時価等に関する事項

第30期（平成27年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりま
せん（（注2）参照）。

（単位：千円）

 貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額

(1)現金・預金 11,141,499 11,141,499 -
(2)未収委託者報酬 1,838,877 1,838,877 -

(3)未収収益 2,613,524 2,613,524 -
(4)未収入金 144,239 144,239 -

(5)投資有価証券
その他有価証券

 
35,337

 
35,337

 
-

(6)敷金 315,033 315,033 -
(7)預り金 (35,761) (35,761) -
(8)未払金 (1,882,737) (1,882,737) -
(9)未払費用 (226,407) (226,407) -

(10)未払消費税等 (381,984) (381,984) -

(11)未払法人税等 (777,000) (777,000) -

 (＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

 
第31期（平成28年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりま
せん（（注2）参照）。
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（単位：千円）

 貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額

(1)現金・預金 6,701,500 6,701,500 -
(2)未収委託者報酬 1,571,495 1,571,495 -

(3)未収収益 2,099,418 2,099,418 -
(4)未収入金 166,601 166,601 -

(5)１年内回収予定の敷金 315,033 315,033 -

(6)投資有価証券
その他有価証券

 
43,761

 
43,761

 
-

(7)預り金 (39,072) (39,072) -
(8)未払金 (2,119,086) (2,119,086) -
(9)未払費用 (147,843) (147,843) -

(10)未払消費税等 (93,340) (93,340) -

(11)未払法人税等 (736,000) (736,000) -

 (＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

 
（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

第30期
平成27年３月31日現在

第31期
平成28年３月31日現在

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収

収益、(4) 未収入金、(7) 預り金、（8）未払

金、（9）未払費用並びに(10) 未払消費税等及

び(11) 未払法人税等
 

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収

収益、(4) 未収入金、(5)１年内回収予定の敷

金、(7) 預り金、（8）未払金、（9）未払費

用、(10) 未払消費税等及び(11) 未払法人税等
 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。

 
(5) 投資有価証券

時価の算定方法につきましては「重要な会計
方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。

 
(6) 敷金

時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額によっております。

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿
価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。

 
(6) 投資有価証券

同左
 
 
 
 
 

 

 
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

第30期
平成27年３月31日現在

第31期
平成28年３月31日現在

以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるた
め、上表には含めておりません。
 

（単位：千円）

 貸借対照表計上額

子会社株式 221,595
関連会社株式 32,747
その他の関係会社
有価証券

31,200
 

以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められる
ため、上表には含めておりません。
 

（単位：千円）

 貸借対照表計上額

子会社株式 1,637,243
関連会社株式 32,747
その他の関係会社
有価証券

31,200
 

敷金 450,152

その他長期差入保証金 10,852
　

 
（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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第30期
平成27年３月31日現在

第31期
平成28年３月31日現在

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ
か、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提
条件等を採用することにより、当該価額が変動す
ることがあります。

該当事項はありません。

 
（注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第30期（平成27年３月31日現在）

（単位：千円）

 
１年以内

１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

預金 11,141,470 - - -

未収委託者報酬 1,838,877 - - -

未収収益 2,613,524 - - -

未収入金 144,239 - - -

投資有価証券

その他有価証券のうち満期があ

るもの

 

-

 

 

1,000

 

 

4,903

 

 

-

 

敷金 - 315,033 - -

合計 15,738,111 316,033 4,903 -

 
第31期（平成28年３月31日現在）

（単位：千円）

 
１年以内

１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

預金 6,701,448 - - -

未収委託者報酬 1,571,495 - - -

未収収益 2,099,418 - - -

未収入金 166,601 - - -

１年内回収予定の敷金 315,033 - - -

投資有価証券

その他有価証券のうち満期があ

るもの

 

-

 

 

17,460

 

 

3,952

 

 

-

 

合計 10,853,997 17,460 3,952 -

 
（有価証券関係）

第30期
平成27年３月31日現在

第31期
平成28年３月31日現在

１．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券

 
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計
上額　子会社株式221,595千円、関連会社株式
32,747千円）並びにその他の関係会社有価証
券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、市
場価格がなく時価を把握することが極めて困
難と認められることから、記載しておりませ
ん。

１．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券

 
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計
上額　子会社株式1,637,243千円、関連会社株
式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。

 
２．その他有価証券

（単位：千円）

 
２．その他有価証券

（単位：千円）
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区分
貸借対照表

計上額
取得原価 差額

①貸借対照
表計上額が
取得原価を
超えるもの

   

証券投資
信託

33,921 25,426 8,495

②貸借対照
表計上額が
取得原価を
超えないも
の

   

証券投資
信託

1,415 1,908 △492

合計 35,337 27,335 8,002

 
 

３．当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。

区分
貸借対照表
計上額

取得原価 差額

①貸借対照
表計上額が
取得原価を
超えるもの

   

証券投資
信託

26,436 21,324 5,111

②貸借対照
表計上額が
取得原価を
超えないも
の

   

証券投資
信託

17,324 20,176 △2,851

合計 43,761 41,501 2,259

 
 
３．当事業年度中に売却したその他有価証券
同左

 
（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
 
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
 
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。

 
２．確定給付制度
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(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

 

第30期

自　平成26年４月１日

至　平成27年３月31日

第31期

自　平成27年４月１日

至　平成28年３月31日

退職給付引当金の期首残高 141,238千円 179,872千円

退職給付費用 51,674千円 33,702千円

退職給付の支払額 △13,040千円 △15,789千円

制度への拠出額 - -

退職給付引当金の期末残高 179,872千円 197,784千円

 
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

金費用の調整表

 第30期

平成27年３月31日現在

第31期

平成28年３月31日現在

積立型制度の退職給付債務 - -

年金資産 - -

 - -

非積立型制度の退職給付債務 179,872千円 197,784千円

貸借対照表に計上された負債と資産
の純額 179,872千円 197,784千円

 

退職給付引当金 179,872千円 197,784千円

貸借対照表に計上された負債と資産
の純額 179,872千円 197,784千円

 
(3) 退職給付費用

 第30期

自　平成26年４月１日

至　平成27年３月31日

第31期

自　平成27年４月１日

至　平成28年３月31日

簡便法で計算した退職給付費用 51,674千円 33,702千円

 
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第30期（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）
41,147千円、第31期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）43,203千円であります。

 
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
第30期

（平成27年３月31日現在）
第31期

（平成28年３月31日現在）

繰延税金資産   

役員退職慰労引当金 5,892千円 6,512千円

退職給付引当金 58,170千円 60,561千円

未払金 1,846千円 2,992千円

賞与引当金 62,803千円 60,558千円

未払法定福利費 8,288千円 7,858千円

未払事業所税 2,781千円 2,632千円

未払事業税 54,175千円 45,510千円

未払調査費 43,152千円 45,270千円

減価償却超過額 57,530千円 85,044千円

未払確定拠出年金 1,155千円 1,112千円
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未払費用 4,771千円 7,764千円

繰延税金資産小計 300,569千円 325,819千円

評価性引当額 - -

繰延税金資産合計 300,569千円 325,819千円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 2,587千円 691千円

繰延税金負債合計 2,587千円 691千円

繰延税金資産の純額 297,981千円 325,127千円

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

内訳

第30期
（平成27年３月31日現在）

第31期
（平成28年３月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
であるため注記を省略しております。

同左

 
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する法
律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事
業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税
金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から平成28年４月１日に開始する事業年度及び平
成29年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成30年４月１
日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62%となります。

 
この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は15,504千円減少
し、法人税等調整額が15,541千円、その他有価証券評価差額金が37千円、それぞれ増加しております。

 
（セグメント情報等）

第30期

自　平成26年４月１日

至　平成27年３月31日

第31期

自　平成27年４月１日

至　平成28年３月31日

[セグメント情報]

当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に

定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設

定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金

融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っ

ております。また「金融商品取引法」に定める投

資助言・代理業を行っております。
 
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ

らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ

グメントとしております。従いまして、開示対象

となるセグメントはありませんので、記載を省略

しております。

 

[セグメント情報]

同左
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[関連情報]

１. 製品及びサービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が

損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

２. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の

営業収益の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸

借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え

るため、記載を省略しております。

 

３. 主要な顧客ごとの情報

当社は、外部顧客からの収益のうち、損益計算

書の営業収益の10％以上を占める相手先がない

ため、記載を省略しております。

[関連情報]

１. 製品及びサービスごとの情報

同左

 

 

 

２. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

同左

 

 

(2) 有形固定資産

同左

 

 

 

３. 主要な顧客ごとの情報

同左

 
（関連当事者情報）
第30期（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）
１. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

重要な取引はありません。
 

(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金

又は

出資金

事業の

内容

又は

職業

議決権の

所有

割合

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

関連会社

TOKIO MARINE

ROGGE ASSET

MANAGEMENT

LIMITED

英国・

ロンドン

GBP

300千

金融商品

取引業

(所有)

直接50％

運用の

再委任 委託

調査費

の支払

1,849,352

未払金 376,465

役員の

派遣
未払費用 36,012

（注）＊取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
＊取引金額及び期末残高には、免税取引のため消費税等は含まれておりません。

 
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

重要な取引はありません。
 

(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

重要な取引はありません。
 
２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報

(1) 親会社情報

東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
東京海上日動火災保険株式会社（非上場）
 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

重要な関連会社はありません。
 

第31期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）
１. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
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種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金

又は

出資金

（千円）

事業の

内容

又は

職業

議決権の

所有

割合

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

親会社
東京海上日動火災

保険株式会社

東京都

千代田区
101,994,694 損害保険業

(被所有)

直接100％

投資信託

の取扱

投資信託

に係る事

務代行手

数料の

支払

587,292

 

未払手数料

 

 

162,226

 役員の

兼任

（注）＊取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
＊取引金額には、消費税等は含まれておりません。
 

(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金

又は

出資金

事業の

内容

又は

職業

議決権の

所有

割合

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

子会社

TOKIO MARINE

ASSET

MANAGEMENT

INTERNATIONAL

PTE.LTD.

シンガポール・

シンガポール

SGD

17,400千

投資運用業

投資助言業

(所有)

直接100％

投資助言

の受入
増資の

引受
1,415,648

 

-

 

 

-

 役員の

兼任

関連会社

TOKIO MARINE

ROGGE ASSET

MANAGEMENT

LIMITED

英国・

ロンドン

GBP

300千

投資運用業

投資助言業

(所有)

直接50％

運用の

再委任 委託

調査費

の支払

1,250,497

未払金 255,308

役員の

派遣
未払費用 4,855

（注）＊取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
＊取引金額には、消費税等は含まれておりません。
＊増資の引き受けは、子会社が行った増資を引き受けたものであります。

 
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

重要な取引はありません。
 

(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

重要な取引はありません。
 
２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報

(1) 親会社情報

東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
東京海上日動火災保険株式会社（非上場）
 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

重要な関連会社はありません。
 

（１株当たり情報）

 
第30期

自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

１株当たり純資産額 343,177円83銭

１株当たり当期純利益
金額

78,125円04銭
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 (注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がな
いため記載しておりません。

(注)２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであり
ます。

 当期純利益 2,992,189千円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式に係る当期純利益 2,992,189千円

期中平均株式数 38,300株

 

第31期
（自　平成27年４月１日

　　至　平成28年３月31日）

１株当たり純資産額     　 　　　　　 　　　　               　　     263,381円91銭

１株当たり当期純利益金額　 　  　　　　　　                        　  75,424円51銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
 

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　 　 　　 　　　　　　　　　　 10,087,527千円

     純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　10,087,527千円
　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
 

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
　　損益計算書上の当期純利益金額　　　 　　　 　　　　　　　　　　 2,888,759千円

　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　　　普通株式に係る当期純利益金額   　 　　　　　　　　　　　　　　　2,888,759千円

　　　普通株式の期中平均株式数　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,300株

 
（追加情報）

 [共通支配下の取引等]

当社は、関係当局の許認可等を前提に平成28年10月１日（予定）を合併の効力発生日として東京海上不動

産投資顧問株式会社と合併契約を平成28年３月９日に締結いたしました。

 

１. 取引の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称      東京海上不動産投資顧問株式会社

事業の内容            不動産を対象とした投資運用業、投資助言業等

(2) 企業結合日

平成28年10月１日

(3) 企業結合の法的形式

東京海上アセットマネジメント株式会社を吸収合併存続会社、東京海上不動産投資顧問株式会社を
吸収合併消滅会社とする吸収合併

(4) 結合後企業の名称

東京海上アセットマネジメント株式会社

(5) 企業結合の目的

東京海上グループのアセットマネジメント会社である2社を統合することでのシナジー効果を追求い
たします。具体的には、商品のラインアップを拡大することで多様なニーズを有する投資家への訴
求力を高めること、コーポレート部門の統合による効率化と機能強化を図ることを目的として行う
ものであります。
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２. 実施予定の会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表

分）に基づき、共通支配下の取引として処理する予定です。
 

 

    次へ
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５ その他
＜訂正前＞
(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
 

(2)訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社およびファンドに重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響

を与えることが予想される事実はありません。
 
＜訂正後＞
(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
東京海上不動産投資顧問株式会社との合併を踏まえ、定款を変更する予定です。
 

(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社は、平成28年10月１日付で、東京海上不動産投資顧問株式会社と合併する予定です。

 

    前へ
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第２【その他の関係法人の概況】
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
＜訂正前＞
(1) 受託会社

・名称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

・資本金の額 324,279百万円（平成27年３月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

 
<参考情報：再信託受託会社の概要>

・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社

・資本金の額 10,000百万円（平成27年３月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2) 販売会社

名称 資本金の額（※） 事業の内容

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
金融商品取引法に定める第一種
金融商品取引業を営んでいま
す。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279百万円

銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
兼営等に関する法律に基づき信
託業務を営んでいます。

（※）平成27年３月末日現在。ただし、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は平成27年９月末日現在。

 

(3) 投資顧問会社

・名称 ザ・ボストン・カンパニー・アセット・マネジメント・エル・エル・シー

・資本金の額 1,664百万米ドル（平成27年３月末日現在）

・事業の内容 投資運用業務を営んでいます。

 
＜訂正後＞
(1) 受託会社

・名称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

・資本金の額 324,279百万円（平成27年９月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

 
<参考情報：再信託受託会社の概要>

・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社

・資本金の額 10,000百万円（平成27年９月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2) 販売会社
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名称 資本金の額（※） 事業の内容

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円 金融商品取引法に定める第一種
金融商品取引業を営んでいま
す。東海東京証券株式会社 6,000百万円

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279百万円

銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
兼営等に関する法律に基づき信
託業務を営んでいます。

（※）平成27年９月末日現在。

 

(3) 投資顧問会社

・名称 ザ・ボストン・カンパニー・アセット・マネジメント・エル・エル・シー

・資本金の額 1,664百万米ドル（平成27年９月末日現在）

・事業の内容 投資運用業務を営んでいます。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

 

平成28年６月８日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　御　中

 

ＰｗＣあらた監査法人

 指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　荒川　　進　㊞

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第31期事

業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記

について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策

定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部

統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積

りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東

京海上アセットマネジメント株式会社の平成28年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営

成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項

　追加情報に記載されているとおり、会社は平成28年10月１日を合併の効力発生日として東京海上不動産投資顧問株式会

社と合併契約を平成28年３月９日に締結した。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　 上

 

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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